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平成 27年 (フ )第 9316号  地位確認等請求事件

原 告  村 上 定 幸

被 告  宗教法人 爾本フリーメノジス ト教団 外 l名

準 備 書 薮 鶴

sffie *+? E ? fr

大阪地方裁判所 第 5民事部 合議 2A係 御中

被告ち誘訟代理人

弁護士  井

弁護士

弁護士

原告の準備書面絆}に対する度論

ユ 原告は、家繋法人接 12条 1家 12号は、舞法同条同項 5号乃至 11号につい

て具体的に教競、親難に定めた場合に限 り、包括団体教規が岩出教会にも適用 さ

れると言つているのであって、妻出教会規則41条の知き抽象嬢かつ包措餞な定
めさえあれば、権夏規定としての動力を有すると言っているわl■ではないと主張

するが で原告準備書薦紹}の 1頁、夏の2項 ― 以下、原告主張として括弧内で買
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等を表示してぃるのは、原告準備書面171の買等でぁる。)、 本件では、教露敵規100条 1項 と教会規則 7条に、それぞれ教会担当教師を教会の代表役員に充て
る旨が具体的に規定されてぉり、相互規定としての効力を有することは明らかで
ある。

2 原告は、本件にっぃて原告を教会担当教師から解任したことを前提に解任権に
ついて主張しているが (2頁、理)、 被告教題には解任に関する規定は存在せ
ず、新年度に新たな任金がなされた際に、前年までの地位攀当然に失われるもの
とされているのであって (餓野証人調書 5買)、 本件におぃても、原告ほ巡園教
師に任命されたことによって、被告教会の教会担当教覇の地位 l・t当然に失ってぃ
るのであるから、経 権については簡鐘となり得なぃ.

また、原告を被告教会の教会担当教師から、機器教会の教会擢当教鐸に任命 じ
たり巡回教師に任命 したりするに際しては、任地指定委員会の訣定及び理事長の
任奇があれば足 りるのであり、被告教会の責任役員会や裁会総会の決議を経る必
要はないし、そのような規定も存在 しない (爆野証人調書 7買).

3 票告は、本村 篠 徒代轟員)は、まず教妻競難 7条を裂鷹 して岩餞教会内で
牧覇解任決議をさせたぅぇで、教駆に舞任串講するのが筋でぁり、ぃきなり岩縮
教会抜きに儀地指定委員会の権限を利用 して、原告を解任 した本件の牧錬鐸儀決
議は、手続違反 として無鶏でぁる、と主張する (3更、Ⅳの 2項)。

しかし、教会舞 l117条 は、毅会総会及び責任役員会の装議を得て、教爾理事
貴に解任を申議することができると定めていぅが、理事長及びその純段階として
任地指定委員会は、独自に協議・検討のうぇ、代表役員 (すなわち教会担当教覇)

の地位を変更する決定をすることができるのであるから、教会競員J17条の手続
が必要とされているもので|ま ない (規定上も「申請することができる」とされて
いるにとどまる。).

そのため、乙欝 6号証の文書についても、数会規lll上正式な決議文書でなくと
も、信徒代議員 らから原告の牧師としての資質を間う旨の文書が理事長宛てに届
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いたとい う事実をもって、任地指定委員会で協議 `検討をすることは何 ら聞題と

なるものではない。

なお、原告鐘、乙集 6号証の文書が戒規処分を求める文書であると主張 してい

るが (3買、Ⅳの 3項)、 乙第 6号護の内容からして、戒規処分を求める文書で

ltな く、牧師の交代を願い轟るものであることは明らかであり、被告教国として

も、戒規処分ではなく、原告の教会担当教野としての地位について検討すべく任

地指定委員会に付 した母であり、戒規処分を前提 とする原告の主張な失当であ

る.

4 原告は、爆野元理事彙が、何 とか密かに原告を着出教会から排辱 し教圏から糧

放する手段として纏み製したのが、理事長権瞬 撒 轟教規 104粂 )に よる巡回

教師への転任襲定であ移、その前提として畑野元理事長が本村信徒代議員に指示

して作成 させた鈴が乙第 6号証締幸饉書で轟る旨主張す るが (4要、Vの 2

項)、 この主張は、何 らの根拠もないものであつて、添推 としか言いようがない

(5頁、■の ■項の主張も同様である。)。

轟 原告は、牧師地位鋳謡奪決定織 11月 20「 であり、奉江・馬湯委員がこれを

原告に通告にきたのは 莫1腐 25職 であるから、これをもつて原告の意見を聞い

た等の難野の証言は時間難にも矛盾する、と主義するが 〔5買、Ⅵの 2項)、 低

地指定委員会が原告を巡闘教師に任命すると決定 したのは、 12彙 11露 霧催の

任地指定委員会においてであ惨、 11月 20醍 の任地指定書員会では ξ教会担当

教饉の任金を解 く方向でいくことが協議されJただけであつて (磐弁書 6賣)、

11爵 20湾 に牧錬地位の蓑薫決定をしたことを離発 とする黒告の主張な当たち

なしヽ。

また、任地指定委員会は、平成 26年 7漏 に原告と本村からそれぞれの話を聴

取したころから、原告と岩義教会の要係について見守っていたのであり、そのよ

うな経過のなかで、本村らからの中曇書 〔乙3)が提経され、 12月 ll籠 に任

地指定委員会が源告を懸藝致会吟議会議当教無から昇 し、巡理教轟な畿議する旨
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決定したところ、原告から経済的援助の申し出があつたため、これについて任地

指定委員会と原告との間で何度かやり車りを経て、最終的に原告が希望する月籠

13万円を2年間援助するということで原告も了承したのであり、平成27年 2

月22日 に原告を平成 27年度から巡回数師に任命するとの発表を行うまでに、

機地指定委員会として原告の意向は十分に聴取している。なお、教団教規 29条

2項は、当該教師の意見だけではく、教会の信機代議員等の意見も尊重するよう

規定しているのであり、原告の希望が通らないからといつて意見を尊重していな

いことにはならない。

6 原告は、募告を巡国教師に任命することが実質釣には戒規処分に該当し、任命

権の濫用に該当すると主張するが (6頁、Ⅷ及び罐)、 巡褻教難 して多くの議

動している教師も存在しているのであり (甲 26)、 巡回教節への任金が実質的

に戒規処分であるとの主張は、他の巡爾教師を冒流するものである。

原善に巡回摯師としての仕事の依頼がないかどうかは、原告が執務報告を提出

していないため不明であるが、そうだとすれば、それは原告に説教等を依頼しよ

ぅとする教会等がないというだけである。被告教回は、原告を教会担当教師とし

て任せることができないと判新したため、教妻担当教集から巡爾教師に任命した

のであり、原告が教会の教師であることには変わりなく、教賽から邊放したもの

でもないのであるから、実質的に戒規処分であるなどといわれるものではない。

7 原告は、教団から経済鍋措置として13万霧の申し出があつたと主張するが

(3頁、菫)、 経済鋒措置の申し出をしてきたのは募告である (乙 15、 畑野証

人議書 15, ■0買)o

被告教騒は、原告かむの経済的援隣の申し出を受けて、異例ではあつたが、月

13万円を2年轟給付することにしたのであり、巡園教師に本来このような綸付

がないことは原告もよく知るところである 篠 費本人調書 18頁)o

8 原告は、仮に巡園教師の任縮が無効だといたない場合、黒告は最農教会牧師の

地位と巡回教師の地位を兼低することになると主張するが (8買、X)、 被告教
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国において l■ 、教会担当教師と巡鋼教師 との兼任は難貰 として予定されておら
ず、そのような事例もない て畑野証人調書 6買 )。

9 被告教団において、教会担当教師と巡国教師の任会権 lt理事長にあり (救闘毅

規 99条、 lo4条 )、 理事長の任命は、任地指定委員会の決定をもとに行われ

るのであり、本件においては、原告が教会担当教師としてふさゎしぃかどぅかに
つき、任地指定委員会において協議 した結果、過去に原告の任地が清求草薙教会

から被告験会へと変更された経緯ゃ、被告議会の信徒代議員を含む信徒 らから原

告が信毒を得 られていなぃことに鑑みて、教会担当議師としての資質に欠けると

判断され、原告を平成 27年度から巡園教師にするとの決定がなされt当時の畑

野理事長が原告を巡興教師に任壽した私のであり、震任轟にょって、原告は被告

教会の教会担当教師の地位を失っているのである。
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